
 

◆突出広告物・地上設置型広告物・車体広告物・電柱、電話柱又は停留所標識を利用するもの、 

アドバルーン・広告幕・立看板・はり紙又ははり札の場合に許可申請書とあわせて提出してください。 

自家用広告物の地上設置型広告物１基・突出広告物 2 基の許可期間が満了した後、 

引き続き表示（設置）しようとする場合の記入例です。 

 

※前回から変更箇所がある場合は事前協議が必要になります。 

許可申請の前に事前協議書を提出してください。 

 

① 

①広告物の種類を選んで番号

を記入してください。 

② ③ 

③「無」を記入してくださ

い。変更がある場合は事前協

議が必要です。 

 

④添付する書類が揃っている

か確認してください。 

④ 

⑤許可に係る広告物で高さが

4m を超える場合は有してい

る資格にチェックしてくださ

い。 

また、資格を有することを証

明する書類（写）を添付して

ください。 

②許可を受ける広告物に連番

を附番し、写真にも同様の番

号を記入してください。 

⑤ 


